
令和３年度重点（案）について

１．重点について 

 「豊島区教育ビジョン 2019」に掲げた基本方針に基づき、時代の要請に応え
る教育改革と教育の質の向上を目指すために、教育を取り巻く社会の動向、社会

状況の変化等を踏まえて、教育委員会と区長部局が特に緊密に連携する必要が

ある事項について「令和３年度の重点」として取り組みを進める。

２．令和３年度の重点について 

（１）概要

〇 国及び区政の動向及び新型コロナウイルス感染症の長期化、タブレット一

人１台体制の実現等を踏まえた上で、令和３年度の重点を実現するための

柱を以下のとおりとする。

【としま教育ビジョン 2019 令和３年度の重点を実現するための３つの柱】
①SDGsの理念に基づいた教育の実践 
②新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 

③教育の ICT化の推進

〇 令和３年度重点は、取り組み状況及び課題等を踏まえた上で、令和２年度

重点を基本として決定する。

〇 令和２年度重点上にない近年課題となっている事項については、新たな重

点施策とする。

（２）令和３年度の重点（案）

  別紙のとおり

３．今後の予定 

 ４月２８日（水）～５月６日（木） 教育委員の意見を踏まえて修正

５月１１日（火）         第５回定例会で議案として決定

 ７月中              総合教育会議で決定

協 議 事 項 第 ２ 号
令和３年第４回臨時会
３．４．２７ 庶務課
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【としま教育ビジョン 2019 令和３年度の重点を実現するための３つの柱】 

◇SDGs 未来都市として、誰一人取り残さない社会の実現に向けて、様々な違いを認め合い、個々の成長を促し支える教育を目指す。 

◇SDGs 達成に向け、子どもたちに将来必要な力を確実に身に付けさせる教育を実現するために、全小・中学校の教育課程に「SDGs 達成に向けた学校

の取組」を位置付けるとともに、各教科の学習内容と SDGs を関連付けた教育活動を推進する。 

◇新型コロナウイルス感染症対策が続く中、幼児・児童・生徒保護者等の不安の解消に向けて、感染症対策の最新の知見に基づく各種情報の共有が

できるよう、学校と教育委員会のより一層の連携体制を強化する。 

◇幼児・児童・生徒が、新型コロナウイルス感染症に対して正しく理解し、適切な行動がとれるよう発達段階を踏まえた指導を行う。また、「感染

症を経つこと」、「感染経路を断つこと」、「抵抗力を高めること」を徹底し、集団感染リスクへの対応を行う。 

◇学校運営において ICT を効果的に活用し、時代の変化に対応した教育を実践するとともに、学習活動の量的・質的な充実や多様な教育課題への対

応を行う。 

◇幼児・児童・生徒の健やかな成長と学びの連続を保障するために、学校の ICT 環境の整備を通じて、良好な教育環境を確保する。 

SDGs の理念に基づいた教育の実践 

新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 

別紙 

教育の ICT 化の推進 
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【基本方針１】 

教 育 ビ ジ

ョン 2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

【基本方針１】 

生きる力の

土台となる

就学前教育

の充実

■ 就学前教育・保育の内容の充実 

□質の高い教育・保育を目指し、公私立すべて

の幼稚園・保育所等において、幼児の心身の調

和のとれた発達を支え、幼児一人一人を大切に

し、友達と共に育ち合う教育・保育の充実に向

けて連携・協力して取り組む。 

●区立幼稚園 園児数           （人）

年齢 令和２年度 令和３年度 

４歳児 ３９ ２８  

５歳児 ５９  ４０ 

◎H29 をピークに区立幼稚園の園児数が激減してお

り、適切な集団保育を実施できない恐れがある。 

◎小学校への円滑な接続と就学前教育の充実のた

め、公私立全ての幼稚園と保育施設、小学校を対象と

した保幼小連携プログラムを作成するとともに、連

携体制を整備する必要がある。 

■ 就学前教育・保育の内容の充実 

継続 

□質の高い教育・保育を目指し、公私立すべて

の幼稚園・保育所等において、幼児の心身の調

和のとれた発達を支え、幼児一人一人を大切に

し、友達と共に育ち合う教育・保育の充実に向

けて、区長部局と連携・協力して取り組む。 

修正 

□区立幼稚園については、就学前期のそれぞれ

の時期にふさわしい指導の在り方を研究すると

ともに、区長部局と連携し、分園型の「認定子

ども園」の設置実現を目指す。

□区立幼稚園については、「豊島区における幼

児教育センター的機能」を有する施設としての

あり方を総合的に検討するとともに、保護者ニ

ーズに最も合致した機能を有する施設形態であ

る「認定こども園」化を目指して検討を進め

る。

●区長部局と連携し、池袋幼稚園と池袋第五保育園

の分園型の認定子ども園の検討を始めた。 

◎令和３年度は、施設（ハード面）に係る法的な実現

性及び経費、期間について具体化する必要がある。 
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【基本方針２】 

教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

【基本方針２】 

確かな学力の育成

■ 基礎的・基本的な知識・技能の確

実な定着

□「基礎的・基本的な知識・技能の定着」

の実現に向けた効果的な指導方法の開発

や、実践的な研修を推進し、その成果を区

立小・中学校に発信、普及する。

□学校は、児童・生徒の学習に関する課題

を解決するための方策を示した「授業改善

推進プラン」を活用し、実施、評価、改善

のサイクルの確立により、授業改善の取り

組みの一層の充実を図る。 

□学校に指導主事等を派遣し、学校が抱え

ている諸課題の解決に向けた指導・助言を

行い、各校の授業改善に資する研究・研修

を推進する。 

●令和２年度の区基礎的・基本的な内容の定着に関す

る調査の成果＜教科の総合ポイント＞ （ポイント）

学年 全国平均値 区平均値 

小学校３年生 ６５．５ ６７．７

   ４年生 ６６．０ ６６・５

   ５年生 ６８．６ ６５．４

   ６年生 ７０．４ ６４．９

中学校１年生 ５９．９ ６０．６

   ２年生 ５９．０ ６２．５

   ３年生 ６３．７ ６９．８
＊対象学年：小学校３～６年、中学校１～３年 
＊実施時期：令和２年１２月～令和３年１月 

●長期の臨時休業に伴う学習保障を優先し、指導内容

や学習方法の見直し及び改善を行い、授業時数を確実

に確保するとともに、学習内容の定着を目指した。 

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、年間で予

定していた研修回を１８％削減・精選するとともに、

通所研修とオンラインによる研修を組み合わせて実

施した。 

●令和２年度は、授業時数の確保を優先し、教員の業

務精査を行ったため、「授業改善推進プラン」の作成は

行わなかった。 

●指導主事等が、積極的に学校・園訪問を行い、定期

的に行う「指導課訪問」のほか、授業力に関する研修、

学校・園が抱える課題等に関する助言・指導を実施し

た。 

令和２年度の訪問実績は、７４回／月だった。 

◎学力の調査の成果等を基に、一人一人の習得状況を

把握・分析し、個に応じた指導の一層の充実を図る必

要がある。 

■基礎的・基本的な知識・技能の 

確実な定着 

修正 

□「基礎的・基本的な知識・技能の定着」

の実現に向けた効果的な指導方法の開発

や、実践的な研修を推進し、その成果を区

立小・中学校に発信、普及する。また、コ

ロナ禍であっても、タブレット PCを積極的

に活用し主体的・対話的な深い学びの実現

を目指す。 

継続 
□学校は、児童・生徒の学習に関する課題

を解決するための方策を示した「授業改善

推進プラン」を活用し、実施、評価、改善

のサイクルの確立により、授業改善の取り

組みの一層の充実を図る。 

継続 

□学校に指導主事等を派遣し、学校が抱え

ている諸課題の解決に向けた指導・助言を

行い、各校の授業改善に資する研究・研修

を推進する。 
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教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

■ 情報化に対応した教育の充実 

□情報モラルを高めるとともに、情報活用

能力の基礎となる「プログラミング的思

考」などを身に付けるため、一人一台の学

習用コンピュータや電子黒板等の ICT 機器

及び校内ＬＡＮ等の整備を推進し、児童・

生徒が、“いつでも”“どこでも”“どの教科

等でも”使え、学びを深めることができる

学習環境を整える。

●３年前倒しでタブレット PC の児童・生徒一人１台

体制を実現した。 

●教育の情報化実態調査の結果 

「授業に ICT を活用する能力について」   （％）

回答 小学校 中学校 

できる ２０ ４８

ややできる ６０ ３８

あまりできない ２０ １４

できない ０ ０

「児童生徒に ICT を指導する能力について」 （％）

回答 小学校 中学校 

できる ２０ ５４

ややできる ６０ ３７

あまりできない ２０ ９

できない ０ ０
＊調査時期：令和３年３月 
＊対  象：全小・中学校教員 

●小・中各教科の教員の協力を得て、令和２年１２月

に「一人１台タブレット PC 活用授業例 指導略案」を

作成した上で、令和３年１～３月の間で、全小・中学

校教員を対象にタブレット PC 活用週間を実施し、各

学校でのタブレット PCの活用の促進を図った。 

●「豊島区における GIGA スクール構想推進 PT」及び

小・中の教員で構成される組織を設置し、タブレット

PC の利用上の課題について整理・議論・対応を図った。

◎児童・生徒と教員が同じ環境で ICT を活用した授業

を行えるよう、同じタブレット PC を教員に配付する

必要がある。 

◎教員に ICT 活用技術の向上とともに、特別支援教育

や不登校対策等についての理解を深めさせ、個に応じ

た支援を ICT で行えるようにしていく必要がある。 

■ 情報化に対応した教育の充実 

修正

□授業の質の向上と、学びを保障するため

に、児童・生徒一人１台タブレット PCの環

境を効果的に活用し、学習活動の充実を図

るとともに、発達段階に応じた IC活用能力

や情報モラルの育成を推進する。

修正 

□児童・生徒と教員が同じ環境で ICT を活

用した授業を行うため、教員のタブレット

PC を一人１台整備する。また、これまでの

教育実践が ICTによっていかされるよう、

教育委員会と学校が連携して、デジタル教

科書の活用や家庭学習とリンクした取組を

推進するほか、ICT 活用週間の実施や優れた

授業・教材のライブラリー化を促進する。

【基本方針２】

確かな学力の育成
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【基本方針３】 

教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

【基本方針３】

豊かな心の育成

■ 道徳教育の充実

□「特別の教科 道徳」においては、効果
的な指導方法を区立小・中学校で共有し、
授業改善の取り組みの一層の充実を図る。 

□学校における道徳教育の全体計画を整備
し、「特別の教科 道徳」と各教科、総合
的な学習の時間、特別活動等を関連付けて
計画的・継続的に指導することにより、学
校と家庭、地域が連携・協力した道徳教育
を推進する。 

●令和２年度 i－check の結果 
＊対象学年：小学校３～６年、中学校１～３年 
①第１回      （上段：区 下段：全国）（率） 

質問 小６ 中３ 
自分なりに努力してうまくいってう

れしかったことがありますか 

９０．３
９１．１

８９．６
９０．１

自分には、いいところがあると思い

ますか 

６８．３
６５．０

６７．２
６９．５

学校の授業やクラスの役割などで、

自分は先生から期待されているんだ

な、友だちから頼りにされているん

だなと感じることはありますか 

５１・８

５２．４

５１．８

５２．３
＊実施時期：第１回 令和２年７月 
②第２回      （上段：区 下段：全国）（率） 

質問 小６ 中３ 

自分なりに努力してうまくいってう

れしかったことがありますか 

９０．２
９１．２

８９．３
８９．６

自分には、いいところがあると思い

ますか 

６３．８
６８．３

７０．５
６７．２

学校の授業やクラスの役割などで、

自分は先生から期待されているんだ

な、友だちから頼りにされているん

だなと感じることはありますか 

５５・０

５１．８

５８．８

５１．８
＊実施時期：第２回 令和２年１０月 

●令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止を図
るため、年間で予定していた道徳地区公開講座は、地域
に公開せずに実施した。 
◎道徳科を柱とした道徳教育や、人権教育プログラムを
活用した人権教育の推進を徹底する必要がある。

■ 道徳教育の充実

継続 

□「特別の教科 道徳においては、効果的
な指導方法を区立小・中学校で共有し、授
業改善の取り組みの一層の充実を図る。 

修正 
□学校における道徳教育の全体計画に基づ
き、「特別の教科 道徳」と各教科、総合的
な学習の時間、特別活動等を関連付けて計
画的・継続的に指導することにより、学校
と家庭、地域が連携・協力した道徳教育を
推進する。 
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【基本方針４】 

教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

【基本方針４】

健やかな体の

育成

■ 生涯にわたって運動に親しむ態度

の育成 

□児童・生徒の健康や体力を保持増進して

いくため、効果的な指導方法の開発や、実

践的な研修を推進する。 

□学校は、学校行事も含めた、全体で取り

組む体力向上にかかわる目標や、具体的な

活動内容を計画的に実施して、児童・生徒

の運動の質と量の確保に努めるとともに、

児童・生徒が運動や健康づくりに関する関

心を高め、自ら取り組む態度を育成する。 

●幼児・児童・生徒の学校事故（ケガ）発生件数  （件）

校種 令和元年度 令和２年度 

幼稚園 ３ １

小学校 ４３ ４２

中学校 ６ １１

＊ケガの内容：骨折、縫合、歯の破折等 
＊調査期間：令和元年度―１２か月間（４～３月） 
      令和２年度―１０か月間（６～３月） 

●令和２年度は、授業時数の確保を優先し、「国体力・
運動能力・運動習慣調査」や「都児童・生徒体力・運動
能力、生活・運動能力調査」は希望校の実施のみだった。
●運動会については、幼児・児童・生徒の体力に応じた
種目を各校園で工夫を凝らして実施し、体を動かす喜び
につなげることができた。 

●国の「新たな生活様式」に係るガイドラインに基づき、
消毒作業及び学校生活でのマスクの着用の徹底、給食の
配膳等を実施し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止に取り組んだ。 
●衛生用品や予算の不足を補うため、国の補助金を活用
して、マスクや消毒的、飛散防止ガード等を購入し、校
内での感染症予防ができる環境を整えた。 

◎令和３年度は、「国体力・運動能力・運動習慣調査」
や「都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動能力調査」
の成果等を基に、一人一人の状況を把握分析し、個に応
じた指導の一層の充実を図る。 
◎感染症予防対策を最優先にしながらも、最大限幼児・
児童・生徒の学びを保証していく。 

■ 生涯にわたって運動に親しむ態度

の育成 

修正 

□児童・生徒の健康や体力を保持増進して

いくため、効果的な指導方法の開発や、実

践的な研修を推進する。特に、長期の臨時

休業によって低下した体力については、体

育・保健体育の授業にとどまらず、教育活

動全体で段階的、継続的に取り組み向上を

目指す。 

継続 

□学校は、学校行事も含めた、全体で取り

組む体力向上にかかわる目標や、具体的な

活動内容を計画的に実施して、児童・生徒

の運動の質と量の確保に努めるとともに、

児童・生徒が運動や健康づくりに関する関

心を高め、自ら取り組む態度を育成する。 
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【基本方針５】 

教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

■いじめ防止対策の充実 

□豊島区いじめ防止対策推進条例」及び

「豊島区いじめ防止対策推進基本方針」に

基づき、「学校いじめ対策委員会」の機能

を強化するとともに、保護者や地域、関係

機関等と連携した「組織的ないじめ防止対

策」を一層推進する。 

□いじめに関する教職員研修、児童・生徒

がいじめ問題について自ら考え話し合う授

業、人間関係に関する定期的なアンケート

等、いじめの未然防止に向けた取り組みの

充実を図る。 

●問題行動調査におけるいじめの状況 
「いじめの認知件数」            （件）

令和元年度 令和２年度 

小学校 １,４２６ ７２１

中学校 ７１ ６３

「令和２年度いじめの様態別件数」      （件）

様態 小学校 中学校 

からかい、冷やかし、悪口 ４３５ ４５

仲間はずれ、無視 ６２ ７

軽くぶつかり、蹴られる ２０５ ８

ひどくぶつかり、蹴られる ２２ １

金品のたかられ ２ ０

金品を盗まれる、隠される ２２ ０

危険なことをさせられる ４５ ０

PC、携帯でのひぼう中傷 １４ ６

その他 １０ ３

＊実施時期：令和３年３月３１日 
●新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業に
よる児童・生徒の心と体の心のケアの充実として、「校
内心のケア委員会」を全校に設置し、組織的に対応し
た。 

●「豊島区いじめ問題対策委員会」を年３回開催し、
区内各校で行われている具体的ないじめ問題への対
応に係る報告やいじめ実態調査結果やその分析内容
を報告した。第２回の委員会においては、西巣鴨中学
校・朋有小学校の研究開発指定校による研究内容を、
いじめ防止対策に関連する道徳科の授業として公開
した。 
◎児童・生徒が主体となっていじめ防止に取り組むな
どにより、一層の学校におけるいじめ防止等に関する
取り組みを推進する必要がある。 
◎定期的に SNSルールの見直しを行う等、情報モラル
教育を推進する必要がある。 

■いじめ防止対策の充実 

継続 

□豊島区いじめ防止対策推進条例」及び

「豊島区いじめ防止対策推進基本方針」に

基づき、「学校いじめ対策委員会」の機能

を強化するとともに、保護者や地域、関係

機関等と連携した「組織的ないじめ防止対

策」を一層推進する。 

修正 

□いじめに関する教職員研修、児童・生徒

がいじめ問題について自ら考え話し合う授

業・SNS の活用について考える授業・人間

関係に関する定期的なアンケート・校内心

のケア委員会、等、いじめの未然防止に向

けた取り組みの充実を図る。 

【基本方針５】

一人一人を大

切にする教育

の推進
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教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

■ 不登校対策の充実 

□適応指導教室を充実し、目的としてきた

学校復帰に加え、社会的自立に向けた居場

所機能、学習機能、社会への適応支援機能

を強化して、一人一人の児童・生徒の実態

に応じた支援に努める。 

□登校支援シートの活用・分析や不登校対

策会議の実施、心理士・スクールソーシャ

ルワーカー（SSW）の活用、学校との連携

強化等により、未然防止、早期発見・早期

対応、自立支援、再発防止の４つの課題に

ついての対策の充実を図る。

●問題行動調査における不登校の状況 

「不登校の発生率」      （上段：人・下段：％）

校種 令和元年度 令和２年度 

小学校 ６５ 

０．７５ 

８１ 

０．９１ 

中学校 １０９ 

４．３６ 

１１７ 

４．５０ 

「適応指導教室に通級している人数」     （人）

校種 令和元年度 令和２年度 

小学校 ８ ８ 

中学校 ２８ ２８ 

＊実施時期：令和３年３月３１日 

●適応指導教室に通う児童・生徒や、家庭内に引きこ

もる生徒を対象に生活体験型プロジェクトを検討す

るも、新型コロナ感染予防のため、実施できなかった。

●新型コロナウイルス感染症不安による欠席数 （人）

校種 令和２年度 

小学校 ２４１ 

中学校 １６ 

＊実施時期：令和３年１月１２日 

●学期当初等定期的に、コロナ不安による欠席者を把

握し、不登校率を算出することにより、児童・生徒の

心理的・体力的な負担等を分析した。 

●中学校の「登校しぶり」の生徒への支援状況等の詳

細を確認するため、指導主事等が各中学校を訪問し、

校長・副校長に聞き取り調査を行うとともに、積極的

に関係機関との連携を促す等の助言を実施した。 

◎一人１台 PCを活用し、教室以外の場で、学べる環境

の確保が求められている。 

◎オンライン相談を実施するなどきめ細かな教育相

談の実施を促進する必要がある。 
◎不登校対策検討委員会を設置して、区としての不登
校対策を講じて、不登校の未然防止、早期支援の体制
を整備する必要がある。 

■ 不登校対策の充実 

修正 

□ICT も活用し、学籍校と適応指導教室及

び教育センターが連携した相談支援体制を

充実させるとともに、学校復帰や自立支援

を基本としつつ一人一人の児童・生徒の実

態に応じた支援に努めた学びの場を確保す

る。

修正 

□不登校対策検討委員会や不登校対策会議

の実施、心理士・SSW の活用、学校及び教

育センター・指導課の連携強化等により、

不登校の未然防止、早期発見・早期対応、

切れ目のない支援の充実を図る。

【基本方針５】

一人一人を大

切にする教育

の推進
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教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

●知的固定学級在籍児童・生徒数（上段：人 下段：％）

 令和元年度 令和２年度 

小学校 ７９ 
０．９ 

８３
０．９

中学校 ３３ 
１．３ 

３６
１．４

●特別支援教室利用児童・生徒数（上段：人 下段：％）

 令和元年度 令和２年度 

小学校 ３６７ 
４．３ 

３８０
４．３

中学校 ７０ 
２．８ 

７９
３．０

●東京都教育委員会学校におけるインクル―ジョン
に関する実践的研究事業を受け、要小学校をモデル校
として、通常学級と知的特別支援学級の児童の交流及
び共同学習の促進を図った。 
●まとめ展では、小中のブロックごとに発表活動を行
うことができた。 
●コロナ感染予防対策を講じながら、２月末までに計
1１０回の就学相談説明会を実施した。 
●就学相談委員会及び専門家チームの派遣について
は、開始時期は遅れた。 

◎特別な支援を要する児童・生徒の増加により、教育
内容・指導体制の充実、組織的・継続的な支援体制の
整備を進めることが急務である。 
◎交流及び共同学習については、単発的な交流が中心
であったり、知的固定学級設置校の活動にとどまって
いることから、日常的に行えるよう教職員の理解促進
や研修等を通じて、専門性を向上していく必要があ
る。 

■特別支援教育体制の充実 
新規 

□インクルーシブな教育を推進するため

に、教職員の特別支援教育への理解を深め

ることや、多様で柔軟な仕組みを備えた教

育環境の整備を検討する。 

□より丁寧な就学相談を進めるために、

ICT の活用や専門職の専門性の向上等、相

談体制の強化を図る。 

【基本方針５】

一人一人を大

切にする教育

の推進
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教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

●外国籍在籍者数         （単位：人） 

 元年度 ２年度 

小学校 ２５ １７

中学校 １２ １５

●在籍者は、中国国籍の児童・生徒が約６割を占めて
いる。 
●令和２年度から主たる使用教材を豊島区採択の小
学校国語科教科用図書と日本語学級Ⅰ・Ⅱ（市販教材）
とを併用したため、積上型の指導が可能となった。 
●日本語指導の習得における「読むこと」「書くこと」
「聞くこと」「話すこと」の４技能の評価基準を定め、
特に作文指導に力を入れることで日本語の文構成の
定着が図れた。 
●コロナ禍で通級を自主的に停止している児童の一
部に対して、ICT を活用して繋がれることを確認でき
た。 
◎今後も、継続して指導法や指導時間の見直しとグル
ープ編制の組み換えにより、児童・生徒一人一人に対
する指導の充実を図ることが必要である 
◎対面実施を基本としつつも、オンラインで実施でき
るよう環境及び体制を整備する必要がある。 

●豊島区が「SDG 未来都市」及び「自治体 SDGs モデル
事業」に選定され、全庁的に SDGｓに係る取り組みを
推進されている。 
●教育委員会においても、小・中学校用のポスターを
作成し、今後配付予定。 
●学校においては、巣鴨北中学校が都の推進校として
SDGｓに関連した学習展開を行ったり、仰高小学校が
地域と連携して SDGｓに取り組むなどしている。 

◎今後は、2030 年の SDGｓの目標を達成するために、
全小・中学校で SDGｓに関連する取り組みを推進する
とともに、区長部局と連携し、子ども・学校・地域が
一体となって取り組む必要がある。 

■日本語教育の充実 

新規 

□日本語指導が必要な児童・生徒が円滑に

学校生活を送ることができるよう、日本語

の習得に向けた初期指導を重視するととも

に、発達段階に応じて段階的で系統的な指

導の充実を図る。 

新規 

□日本語教育をオンラインでも実施できる

よう ICT 環境及び体制を整備するととも

に、指導面における効果的な活用方法等を

検討する。

新規 

■SDGｓの推進
□区長部局と連携し、学校と地域の特色を

活かしながら、学校と地域が一体となった

SDGｓ達成に向けた取り組みを推進する。 

【基本方針５】

一人一人を大

切にする教育

の推進
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【基本方針６】 

教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

【基本方針 6】

教師力の向上

と魅力ある学

校づくり 

■ 学校の働き方改革の推進

□「豊島区立学校における働き方改革推進

プラン」に基づき、教員一人一人の心身の

健康保持の実現と、誇りとやりがいをもっ

て職務に従事できる環境を整備する。この

取り組みを着実に推進することにより、教

員の長時間労働の改善を含めたワーク・ラ

イフ・バランスの実現につなげるととも

に、学校教育の質の維持向上を図る。 

■ 学校施設の長寿命化計画と学校施

設の施設更新 

□学校施設に求められる機能・性能を確保

するため中・長期的な維持管理及び更新等

の方針を示す「学校施設の長寿命化計画」

を策定する。整備にあたっては、改築校と

同等の教育環境が実現でき、工事期間の短

縮と整備に必要な経費の抑制を図ることが

できる、豊島区版の長寿命化改修（スーパ

ーリニューアル）を導入していく。 

●教員の平均在校等時間     （時間：分） 

 平日 土曜日 １週間 

小学校 １０：００ １０：２８ ６０：２９

中学校 ９：１９ ７：２４ ５４：０４
＊対象：全教員（管理職も含む） 
＊測定時期：令和２年１１月―１か月の平均 

●出退勤システムの導入により、在校等時間の把握及

び見える化が可能となったが、打刻と旅行・休暇申請

が連動していないため、正確な在校等時間の分析が行

えていないため、庶務事務システムの導入が不可欠で

ある。 

●新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、従来通り

の教育活動を行うことができなかったことに加え、プ

ランの改定に必要な進捗状況を確認する効果測定を

行うことができなかった。 

◎「新しい生活様式」や「タブレット PC 一人１台体

制」などプラン策定時には想定できなかった教育現場

の環境変化があり、現状に即した学校働き方改革を推

進していく必要がある。 

●築５０年以上の学校施設が全体の６０％（２０施設
であり、持続可能な教育環境の整備に向け計画的な改
築・改修の実施が求められている。 
●令和２年度は、計画策定委員会を４回開催し長寿命
化計画の内容を検討したが、新型コロナウイルスの影
響により、財政的な見通しが立たないことから策定に
至らなかった。 
◎令和３年度は、35人学級やバリアフリー法の改正な
どについて念頭に入れた上で、長寿命化計画を策定す
る必要がある。 

■ 学校の働き方改革の推進

修正 

□教員一人一人の心身の健康保持の実現と、教

職員の人事体制と事務負担軽減を図り、教員の

長時間労働の改善を含めたワーク・ライフ・バ

ランスの実現につなげるとともに、学校教育の

質の維持向上を図る。また、継続した在校等時

間の分析及び「豊島区立学校における働き方改

革推進プラン」に係る効果測定を行い、教育現

場の状況に対応した働き方改革を進めていく。 

■ 学校施設の長寿命化計画と学校施設の

施設更新 

修正 
□学校施設に求められる機能・性能を確保する
ため、中・長期的な維持管理及び更新等の方針
を示す「学校施設の長寿命化計画」を策定す
る。整備にあたっては、バリアフリーの確保や
「35人学級」に対応するための普通教室の確
保も見据えるとともに、従来の改築に加えて改
築校と同等の教育環境が実現でき、整備に必要
な経費の抑制を図ることができる、豊島区版の
長寿命化改修（スーパーリニューアル）を導入
していく。 
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【基本方針７】 

教育ビジョン

2019 

令和２年度 
令和３年度の重点 

令和２年度の重点 ●取組状況・成果  ◎今後の課題 

【基本方針７】

家庭と地域の

教育力の向上 

■ 地域ぐるみで学校を支援する仕組

みづくり 

□子供たちが地域の協力を得て成長してい

くことができる体制の充実を図り、学校を

拠点とし、連携・協働を推進するための組

織的・継続的な仕組みの構築を進める。 

□豊島区の地域にあったコミュニティース

クールの仕組みを構築することにより、子

供のよりよい育ちを地域ぐるみで支援す

る、質の高い学校教育の実現を図る。 

●子どもスキップ利用者数        （人） 

令和元年度 令和２年度 

１８４,２１７ ３９０

●学童クラブ利用者数          （人） 

令和元年度 令和２年度 

３３２，６１２ ３０１，７８７

●臨機休業中も区民ひろば課等の応援を受け、学童ク

ラブの応急利用を実施した。（校庭開放も実施）。

また、子どもスキップをオンラインも開催した 

●高齢のスキップ職員を中心に、新型コロナの感染リ

スクを恐れての休職・退職が増加した。 

◎スキップ運営については、今後は、地域の方々の協

力を得た双方向でのオンライン開催を実現し、コロナ

禍でも遊びや学習、スポーツを通して、地域との交流

を復活できるようにする必要がある。 

●令和元年度から引き続き、千登世橋中・池袋本町小

学校においてもモデル事業を実施した。 

●11 月から学識経験者、学校、地域、行政関係者を委

員として「豊島区コミュニティ・スクール事業検討委

員会」を設置し、モデル事業の成果と課題を踏まえた

「豊島区の地域にあった CS」を検討している 

◎令和３年度は、５月中に「豊島区の地域にあった CS」

をまとめるとともに、モデル校２校の本格実施を目指

す。 

■ 地域ぐるみで学校を支援する仕組みづ

くり 

修正 

□ICT を活用し、子供たちが地域の協力を得て

成長していくことができる体制の充実を図る。

また、学校及びスキップを拠点とし、コロナ禍

でも安心して地域と連携・協働を推進するため

の組織的・継続的な仕組みの構築を進める。 

修正 

□また、豊島区の地域にあったコミュニティ・

スクールの検討を行い、既存モデル校２校の本

格実施を目指す。また、豊島区 CSガイドライ

ンの作成、活用により、CS 本格実施校の拡大

を図り、子供のよりよい育ちを地域ぐるみで支

援する、質の高い学校教育の実現を図る。 


